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News letter

　2024年11月号のニュースレター

をお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等

があれば、当事務所までお問い合

わせください。
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◆12月から本格的な利用が開始されるマイナ保険証

◆長時間労働者への実施が求められる医師の面接指導

◆自転車通勤・自転車を業務で利用している場合の注意点

◆厚生労働省の調査からみる男女別の離職理由



健康保険証の取扱い
　2024年12月2日以降、新規で健康保険証
は発行されませんが、発行済みの健康保険証は
経過措置として、2025年12月1日まで利用で
きます。健康保険証とマイナ保険証の両方が利
用できる人は、いずれか一方を任意で選択して
受診することとなります。

マイナ保険証の利用
　マイナンバーカードを健康保険証として利用
するためには、マイナンバーカードを発行した
後、「保険証利用登録」を行う必要があります。
利用登録は、政府が提供するオンラインサービ
ス「マイナポータル」で行うほか、医療機関等の
窓口にあるカードリーダー、セブン銀行のATM
でもできます。
　保険証利用登録の他にも、マイナンバーと医
療保険の資格情報を紐づけるために、会社を
通じて保険者にマイナンバーを届け出る必要が
あります。

資格確認書
　マイナンバーカードを作っていない人や、保険
証利用登録を行っていない人は、マイナ保険証
の利用ができません。そのため、健康保険証に
代わるものとして「資格確認書」が発行される
ことになっています。この資格確認書は医療機
関等の窓口で提示することにより、これまで通
り保険診療が受けられるものです。
　2024年12月2日以降に被保険者資格を取
得したり、家族を被扶養者とする際には、資格
確認書に係る申請を行うことで、速やかに発行
されます。
　2024年12月1日までに健康保険証が発行
された人については、その健康保険証の有効
期限が切れる前までに資格確認書が発行され
ることになっています。
　なお、資格確認書は5年以内の有効期限が
設けられることになっており、会社にとっては有
効期限が切れるたびに、配布する手間が生じま
す。これを機会に、従業員やその家族にマイナ
保険証の利用を推奨するとよいでしょう。

デジタル庁が公表する2024年 8月末時点のマイナンバーカードの人口に対する保有枚数率は74.8％に
留まっています。これに保険証利用登録の数を重ね合わせると、約4割の人がマイナ保険証の利用がで
きない状況にあります。混乱を防止する観点から、早めに健康保険証や資格確認書の取扱いを従業員に
周知しておくとよいでしょう。
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12月から本格的な利用が開始され
るマイナ保険証
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が行われなくなり、マイナンバーカードを
健康保険証として利用登録して使う、いわゆる「マイナ保険証」の利用が本格化されます。以下で
は発行済みの健康保険証の扱いや、マイナ保険証を利用するための手続きなどを確認します。

神戸中央社会保険労務士法人



過労死等とは
　業務における過重な負荷による脳・心臓疾
患や業務における強い心理的負荷による精神
障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことを
「過労死等」と呼んでいます。
　過労死等の原因として挙げられる過重な負
荷を判断する要素は複数ありますが、特に労働
時間は重視され、企業には適切な管理が求めら
れています。

医師による面接指導制度
　労働時間の管理は長時間労働にならないよ
うに対応することが最も重要ですが、対応を進
めていても、状況によっては長時間労働が発生
することがあります。そのため、長時間労働が発
生した後には、医師による面接指導の確実な実
施が重要となります。
　この面接指導は、長時間の労働により疲労
が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労
働者に対し、行われるものです。医師が面接を
することにより、その労働者の健康の状況を把
握し、これに応じて本人に対する指導を行うと
ともに、その結果を踏まえた措置を講じること

になります。
　面接指導の実施が求められる者は、以下の
通りです。

　対象となる人を確実に洗い出し、医師による
面接指導を実施していく必要があります。

事後措置の実施
　面接指導の実施後、企業は実施した医師から
事後措置に関する意見を受領し、就業場所の変
更や作業の転換、労働時間の短縮や深夜業の
回数の減少等、必要な措置を講じます。
　また、面接指導により労働者のメンタルヘルス
不調を把握した場合は、必要に応じて精神科医等
と連携をしつつ対応を図ることが求められます。 

働き方改革において、産業医の位置付けが大きくなり、産業医を選任した事業所では、時間外・休日労
働時間が 1ヶ月 80時間を超えた労働者の氏名やその労働者の 1ヶ月 80時間を超えた時間に関する情
報等を、産業医に提供する必要があります。「過労死等防止啓発月間」をきっかけとして、面接指導の実
施や情報提供の流れが適切にできているか、確認してみるとよいでしょう。
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長時間労働者への実施が求められ
る医師の面接指導
毎年11月は、厚生労働省の定める「過労死等防止啓発月間」であり、過労死等をなくすためにシ
ンポジウムやキャンペーンなどの取組みが行われています。いまもなお、過労死等として労災認定
が多数行われ、社会的な問題となっていることから、ここでは、企業に求められる重要な対応の
一つである長時間労働者に対する医師の面接指導について確認します。

① 労働者（裁量労働制、管理監督者含む）
• 1ヶ月 80時間超の時間外・休日労働を行
い、疲労蓄積があり面接を申し出た人

② 研究開発業務従事者
• ①の基準に該当する人または、1ヶ月100
時間超の時間外・休日労働を行った人

③ 高度プロフェッショナル制度適用者
• 1週間当たりの健康管理時間が 40時間を
超えた場合のその超えた時間について 1ヶ
月100時間を超えて行った人

神戸中央社会保険労務士法人
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自転車通勤・自転車を
業務で利用している場合の注意点
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

先ほど、会社の前に自転車が数台あるのを見かけました。自転車で通勤されたり、業務で
自転車を利用されたりすることがあるのでしょうか？

はい、会社の近くに住んでいる従業員もいますし、健康のため自転車で通勤する従業員も
います。業務では、銀行など近隣に外出するときに自転車を利用することがありますね。

そうなのですね。自転車での通勤や業務利用に関しては、事故の発生が懸念されます。
実際に自転車関連の事故は増加傾向にあり、2023年の全交通事故に占める自転車関
連事故の構成比は23.5％にも上っています。

素晴らしい対応です。自転車に関しては、2024年11月1日より改正道路交通法が施行
され、自転車の危険な運転に対して新しく罰則が適用されます。内容は2つの運転に対
するもので、1つ目が「運転中のながらスマホ」で、スマートフォンなどを手で保持して、自
転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象と
なりました。2つ目が「酒気帯び運転および幇助」で、自転車の酒気帯び運転のほか、酒
類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されています。

今回の改正の内容について、警察庁のホームページからポスターやリーフレットがダウン
ロードできます。事故防止の観点からも、社内にポスター等を掲示するなどして、注意喚
起しておくとよいですね。

① 2024年11月1日より改正道路交通法が施行され、運転中のながらスマホと酒気帯び 
　 運転および幇助が新たに罰則の対象とされる。
② 自転車通勤をする従業員や、業務で自転車を利用する従業員がいる場合、今回の内容を 
　 周知しておくとよい。

全交通事故の4件に1件が、自転車関連ということですね。

事故により従業員のみなさんがケガなどをされることが心配ですが、同時に自転車事故
が原因で、高額な損害賠償を請求されることへの備えも重要です。多くの地方自治体が
条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務づける動きがあります。2023年
4月1日現在では、32都府県で条例により自転車損害賠償責任保険等への加入が義務
化されており、10道県において努力義務化する条例が制定されています。

弊社でも、自転車通勤をする従業員に、自転車損害賠償保険等へ加入するように指示
し、また会社の自転車も自転車損害賠償保険等へ加入しました。

酒類を提供した人も対象になるということですね。

社労士

ONE 
POINT

神戸中央社会保険労務士法人



前職を辞めた理由
　2023年における転職入職者が前職を辞め
た理由をみてみると、「その他の個人的理由」、
「その他の理由（出向等を含む）」が多くの割合
を占めていますが、これらを除いた男女別の各
年齢区分におけるもっとも割合の高い離職理

由は下表のようになっています。
　これをみると、性別や年齢区分によって、もっ
とも割合の高い離職理由が異なっていること
が分かります。この背景には、仕事に対する考
え方や自身を取り巻く状況等などが影響してい
ると考えられます。
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厚生労働省の調査からみる
男女別の離職理由
従業員の意識の変化、深刻な人手不足による転職市場の活況、そして労働移動を促進する政策
の影響もあり、転職者が増加しています。企業としては、採用が難しい環境の中、既存従業員の
定着をこれまで以上に図る必要があります。そこで、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果」
の中から、転職入職者が前職を辞めた理由をとり上げます。

年齢区分 もっとも割合の高い離職理由 その割合 年齢区分 もっとも割合の高い離職理由 その割合

19歳以下　
労働時間、休日等の労働条件が悪
かった 28.4% 19歳以下　職場の人間関係が好ましくなかった　 22.9%

20～24歳　
労働時間、休日等の労働条件が悪
かった　 11.4% 20～24歳　

労働時間、休日等の労働条件が悪
かった　 15.6%

25～29歳　仕事の内容に興味が持てなかった　 14.1% 25～29歳　
労働時間、休日等の労働条件が悪
かった　 18.4%

30～34歳　給料等収入が少なかった　 14.1% 30～34歳　職場の人間関係が好ましくなかった　 9.6%

35～39歳　
職場の人間関係が好ましくなかった
／給料等収入が少なかった　 11.3% 35～39歳　職場の人間関係が好ましくなかった 13.1%

40～44歳　職場の人間関係が好ましくなかった　 14.6% 40～44歳　
労働時間、休日等の労働条件が悪
かった　 17.6%

45～49歳　職場の人間関係が好ましくなかった 11.1% 45～49歳　職場の人間関係が好ましくなかった 18.7%

50～54歳　仕事の内容に興味が持てなかった　 10.9% 50～54歳　定年・契約期間の満了　 10.1%

55～59歳　職場の人間関係が好ましくなかった　 12.9% 55～59歳　職場の人間関係が好ましくなかった　 15.7%

60～64歳　定年・契約期間の満了　 54.6% 60～64歳　定年・契約期間の満了　 43.3%

65歳以上　定年・契約期間の満了　 61.0% 65歳以上　定年・契約期間の満了　 31.0%

表　各年齢区分におけるもっとも割合の高い離職理由
[ 男性 ] [ 女性 ]

人材確保が難しくなる中で既存従業員の定着を図るためにも、今回取り上げた内容等を参考に、労働条
件や職場環境に問題がないかを見直し、問題があれば改善していくことが望まれます。

神戸中央社会保険労務士法人
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付加価値とは
　付加価値とは、企業が自社の事業活動を通
じて新たに生み出した価値のことをいいます。
そして、売上高に占める付加価値の割合を付加
価値率といい、以下の算式で求められます。

全体の付加価値率は26.1％
　上記調査結果から、 2022年度の中小企業
（法人企業）の付加価値率を従業者規模別にま

とめると、下表のとおり です。

　従業者規模計をみると、法人企業合計の付
加価値率は26.1％でした。産業別では、各種の
サービス業などが、40％を超えて高くなっていま
す。前年度差をみると、法人企業合計は0.8ポイ
ント減少しました。産業別でみても、前年度差が
プラスになったのは不動産業，物品賃貸業だけ
でした。

　付加価値率は、商売の仕方によって変わりま
す。自社の付加価値率がどうなのか、現状を把
握し、改善のポイントを検討されてはいかがで
しょうか。

データでみる中小企業の付加価値率
地域別最低賃金が大幅改定となりました。こうした賃上げに対応していくには、生産性向上を通
じた収益力の強化が欠かせません。ここでは今年7月に発表された調査結果※から、企業活動に
おいて、その企業が生み出す価値である「付加価値」に関するデータをみていきます。

※中小企業庁「令和 5年中小企業実態基本調査（令和 4 年度決算実績）確報」
　総務省の「経済センサス基礎調査」等の結果をもとに抽出した、全国の中小企業約 11万社を対象にした調査で、有効回答率は 41.7％です。ここでの付加
価値額は付加価値額＝（売上原価のうち労務費、動産・不動産賃借料、減価償却費）＋（販売費及び一般管理費のうち人件費、動産・不動産賃借料、減価償
却費、租税公課）＋（営業外費用のうち支払利息・割引料）＋経常利益＋能力開発費（従業員教育費）で求めたものとなります。詳細は次の URLのページ中
の調査の概況（集計結果）より確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001219980&cycle=7&year=20230

付加価値率付加価値率
＝付加価値額 ÷ 売上高 × 100（％）＝付加価値額 ÷ 売上高 × 100（％）

従業者規模計 前年度差

5人以下 6～20人 21～50人 51人以上
法人企業合計 26.1 27.2 26.5 25.2 25.9 -0.8
建設業 26.1 25.0 29.2 26.1 23.7 -0.8
製造業 29.7 30.1 34.4 29.8 28.7 -1.8
情報通信業 42.8 40.0 45.3 43.9 42.3 -2.9
運輸業，郵便業 41.5 32.5 40.8 42.7 42.3 -3.1
卸売業 10.8 10.2 10.5 11.7 10.8 -0.5
小売業 19.9 19.3 19.0 19.2 20.7 -0.2
不動産業，物品賃貸業 45.3 46.6 55.5 33.0 43.1 5.3
学術研究，専門・技術サービス業 49.4 59.8 51.5 41.9 45.7 -0.8
宿泊業，飲食サービス業 45.9 42.0 47.1 49.9 44.8 -9.5
生活関連サービス業，娯楽業 28.1 34.9 33.3 30.3 24.7 -1.2
サービス業 （他に分類されないもの） 52.1 40.6 44.0 50.1 58.2 -2.6

中小企業庁「令和5年中小企業実態基本調査（令和4年度決算実績）確報」より作成

中小企業 （法人企業） の付加価値率 （％、ポイント）

神戸中央社会保険労務士法人



8割超が定額支給
　上記調査結果によると、海外出張における日
当の支給方法について、定額支給とする企業が
81.5％、支給しないが11.3％、その他が 7.3％
となりました。

　また、定額支給する企業における支給通貨を
みると、円が 75.1％、ドルが23.2％、その他が
1.8％でした。

地域別の平均支給額
　日当を円で支給する企業の地域別平均額を
まとめると、表1のとおりです。

　最も高いのが北米の7,111円で、最も低いの
がアジアの5,811円でした。

全体の最高額と最低額
　日当を円で支給する企業の、最低額と最高

額、平均額をまとめると、表2 のとおりです。

　最低額は5,000～5,999円が21.4％で最も
高く、 3,000～3,999円が20.2％で続いてい
ます。平均額は4,256円となりました。

　最高額も5,000～5,999円が18.1％で最も
高く、次いで6,000～6,999円が13.1％となり
ました。平均額は7,041円です。

　平均額も5,000～5,999円が19.0％で最も
高く、 3,000～3,999円が16.9％で続いていま
す。平均額は5,441円でした。

　日当を支給する企業では、自社の支給額の
見直し材料等にされてはいかがでしょうか。 

財務省「旅費等実態調査（民間企業の旅費規程等に関する実態調
査）」より作成

【表1】 地域別日当支給額の平均額 （円）
地域 平均額

アジア （130） 5,811
オセアニア （91） 6,533
北米 （96） 7,111
中南米 （88） 6,347
欧州 （97） 6,973
中近東 （84） 6,389
アフリカ （85） 6,254
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海外出張における日当の支給状況
9月号では、国内出張における日当の支給状況を紹介しました。ここでは今年6月に財務省より
発表された調査結果※から、企業の海外出張における日当の支給状況をみていきます。

※財務省「旅費等実態調査（民間企業の旅費規程等に関する実態調査）」
　2024 年 6月に公表された、旅費規程等（国内出張、国内赴任、海外出張、海外赴任等）を有する民間企業 3,000 社を対象に、2023年 6月～7月に行
われたアンケート調査です。表１の地域名のカッコ内の数字は回答数です。有効回収数は 551件です。四捨五入の関係で 100％にならない部分があります。
https://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/20220627160951.html

最低額 最高額 平均額
2,000円未満 9.5 1.5 3.6
2,000～2,999円 14.8 7.1 11.3
3,000～3,999円 20.2 11.9 16.9
4,000～4,999円 14.5 9.5 13.6
5,000～5,999円 21.4 18.1 19.0
6,000～6,999円 10.1 13.1 13.1
7,000～7,999円 4.5 11.0 8.9
8,000～8,999円 2.4 7.4 5.9
9,000～9,999円 0.6 3.0 1.5
10,000～14,999円 1.5 11.3 5.3
15,000～19,999円 - 3.3 0.3
20,000円以上 0.6 3.0 0.6

【表2】 海外出張における日当の支給額
（％、 円、 回答数：337）

平均額 4,256 7,041 5,441
財務省「旅費等実態調査（民間企業の旅費規程等に関する実態調
査）」より作成

神戸中央社会保険労務士法人



年末の行事や年初の備品発注などの準備に追われます。スケジュールの確認を徹底し、もれの
ないようにしましょう。

　11月は、所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税第2期分の納付月です。もし、その年の申告納税見積額が予定納
税基準額※に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額にかかる承認を申請することができます。 11月1日～15
日までに提出できる減額申請は、予定納税のうち第2期分のみです。
（※）予定納税基準額は、税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。この予定納税基準額は所得税及び復興特別所
得税の合計額で計算します。

　パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲（年間給与収入103万円以内） 等で働いていることが
多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが
懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、
調整しておきましょう。

　2024年11月1日より、フリーランスの方の働く環境を守るため、取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払
いやハラスメント対策に関する体制整備などを定めたフリーランス新法が施行されます。フリーランスの方に業務委託をす
る企業にとっては、大きな影響がありますので、詳細を把握しておきましょう。

　秋の火災予防運動の時期です。いざというときに慌てないように、避難訓練や非常時の対応方法について周知しておきま
しょう。冬にかけて火を取り扱う機会が増えてきます。火の後始末の方法などを確認しましょう。また不用意に、燃えやすいもの
等を屋外に放置しないようにしましょう。

　今月は、冬の賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布
などを行いましょう。

　年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。対象者へ確認する事項、
提出してもらう書類も多くあります。年末調整の申告書回収をすすめる前に、変更点を整理し、従業員からの問い合わせに
対応できるようにしておきましょう。申告書の提出忘れや証明書の添付もれなどがないように、回収期限を早めに設け、確
認しましょう。
　今年の年末調整では、定額減税の年調減税事務の対応も必要となります。特に扶養の異動状況について確実に把握で
きるよう、従業員に事前周知しましょう。
　年末調整を電子化している企業も増えてきています。電子化することによる業務効率化のメリットは大きいため、紙の申
告書で年末調整を行っている企業では、電子化への切り替えを検討するのもよいでしょう。

年末調整の準備

年末賞与の支払準備

所得税の予定納税額の減額申請 （第2期分のみ）

パート等の年間収入をチェック

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行

防火対策06

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　  WOR K R EMINDER
11月号 / 2024

神戸中央社会保険労務士法人



今月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。段取りよく計画を立ててスムーズに業務
ができるようにしましょう。

日 曜日 六曜 項　　目

1 金 仏滅

●過労死等防止啓発月間 （～30日まで） 
●労働保険未手続事業一掃強化期間 （～30日まで） 
●テレワーク月間 （～30日まで） 

2 土 大安
3 日 赤口 文化の日
4 月 先勝 振替休日
5 火 友引
6 水 先負
7 木 仏滅 立冬
8 金 大安

9 土 赤口 ●秋季全国火災予防運動 （～15日まで） 

10 日 先勝

11 月 友引 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納期限 （10月分） 

12 火 先負
13 水 仏滅

14 木 大安 ●継続・有期事業概算保険料延納額の納付日 （第2期分 ※口座振替を利用する場合） 

15 金 赤口 ●所得税の予定納税額の減額申請 （第2期分のみ） 提出期限 

16 土 先勝
17 日 友引
18 月 先負
19 火 仏滅
20 水 大安
21 木 赤口
22 金 先勝 小雪
23 土 友引 勤労感謝の日
24 日 先負
25 月 仏滅
26 火 大安
27 水 赤口
28 木 先勝
29 金 友引

30 土 先負

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 （10月分） （12月2日期限） 
●所得税の予定納税額の納期限 （第2期分） （12月2日期限） 
●個人の事業税納期限 （第2期分） ※各都道府県の条例で定める日まで （12月2日期限） 

お仕事カレンダー　  WOR K CA LENDA R
11月号 / 2024

神戸中央社会保険労務士法人
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